
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、17年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項
給与等の抑制措置

16年度の人件費率

%

19.6

職員数

　　　　　　Ａ 給与費 B/A

18,163

人　

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（17年度末）

区　　分

17 17.9

年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

8,610,174

（参考）

年度

上郡町の給与・定員管理等について

17

%

133,867

Ｂ／Ａ

人 件 費 率実 質 収 支

1,538,054

人

172

人 件 費

　　　　　　Ｂ

千円 千円 　　　　　千円

711,228 115,995 265,454

千円 千円 千円

（参考）類似団体平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

1,092,677 6,353 6,137

特別職等

給料の引下げ（町長、助役、教育長）

平成17年度
給料の引下げ、調整手当廃止
　　（町長、助役、教育長）
議会議員の報酬引下げ

平成16年度

平成19年度

管理職手当の約30％減額（継続）
地域手当(3％)の不支給
退職予定特別昇給の廃止
特殊勤務手当の見直し
　・現場作業手当(企業職)の廃止

一般職

管理職手当の約30％減額

管理職手当の約30％減額（継続）

年度

管理職手当の約30％減額(継続)
地域手当(3％)の不支給(継続)
特殊勤務手当の見直し
　・塵芥処理作業手当を月額から日額へ
　・塵芥処理精励手当の廃止

給料の減額(H18.7.1～)
　　・町長　　20％減額
　　・助役　　12％減額
　　・教育長  6％減額

給料の減額(継続)
　　・町長　　20％減額
　　・助役　　12％減額
　　・教育長  6％減額

平成18年度
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(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（18年４月１日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　（注）　平均給与月額には、期末勤勉手当は含まない。

　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、18年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。ただし、期末勤勉手当は含まない。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

314,928

417,496

318,595

305,466

―

上郡町

兵庫県

平均給与月額

336,289

40.6

328,477

43.9 428,438

381,212

平均給与月額

（国ベース）

区　　分 平均給与月額

（国ベース）

346,473

国

347,257

286,50048.4

兵庫県 47.3 391,157

類似団体 47.3 289,423

353,509

―

平 均 年 齢 平均給料月額

366,465

478,685

平均給料月額

386,372

平均給与月額

349,599

上郡町

323,500

43.1

区　　分

51.5 331,900

国 40.4

類似団体 369,344

366,731

平 均 年 齢

(H13)
96.1

（H13）
97.2

(H13)
98.1

(H13)
101.2

(H13)
98.2

(H18)
93.5

（H18）
94.5

(H18)
95.4

(H18)
98.2 (H18)

97.0

90

95

100

105

上郡町 兵庫県内市町平均 兵庫県内町平均 類似団体平均 全国町村平均
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（2) 職員の初任給の状況（18年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（18年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）技能労務職については該当者が少ないため近似の階層での記載としている。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（18年４月１日現在）

（注）１　上郡町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

該当なし

278,400

該当なし

242,100 （経験23年）

320,100

42.7

　　　　　　　　％

6.0

15.4

（経験14年）

260,500

220,400

170,200

145,400

高　校　卒

高　校　卒

区　　分

一般行政職

区　　　　分

18.0

18

　　　　　　　　人
6　　級 技監・課長

6

138,400

5.1

141,500

142,800

140,300

127,700

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

128,700

国兵庫県

180,400 183,800

4　　級

　　　　　　　　％

7

5　　級

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

上郡町区　　　　　分

経験年数１５年

大　学　卒

標準的な職務内容 職員数 構成比

経験年数２０年

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

該当なし

中　学　卒

技能労務職

経験年数１０年

一般行政職 342,000

15
2　　級

主事・技師1　　級

技能労務職

中　学　卒

主事・技師

該当なし

課長・副課長

―

―

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

12.8

　　　　　　　　％

312,200

278,600

3　　級

　　　　　　　　人

21

　　　　　　　　人

係長・主査・主任
50

課長補佐・係長

3



  

　 （注）平成18年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
 　　統合）　　　　　

（2) 昇給期間短縮の状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（17年度支給割合） （17年度支給割合） （17年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

―

　　　　　　　　　人

兵庫県 国

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

0

上郡町

職 員 数

18年度

　　　　　　　　　人

17年度

区　　　　　　　　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

1,622 2,032

全　職　種

　　　　　　　　　％

1.45

１人当たり平均支給額（17年度）１人当たり平均支給額（17年度）

1.45

0.75

3.0

職制上の段階、職務の級等による加算措置
職務級６，５級については10％、４，３級について
は5％

122

1.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
　　　　　　　　　人

比　　　　　　　　　　　率

職 員 数

0.0　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

2
短縮して昇給した職員数

　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　人普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

3.0

117

3.0

1.6

職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算5～20％、管理職加算10～20％

1.45

1.6 0.75

職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算5～20％、管理職加算10～25％

5.1%
1.6% 2.3%

12.8%

5.7%
13.3%

42.7%

15.6%

16.4%

18.0%

9.9%

6.3%

15.4%

26.2%
22.7%

6.0%

16.4%
17.2%

17.2% 14.8%

7.4% 7.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成18年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2) 退職手当（18年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給） なし

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

 (3) 地域手当

（18年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（18年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

153職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 17 年 度 決 算 ）

清掃作業職員 塵芥処理作業

支 給 実 績 （ 17 年 度 決 算 ）

6.0

１回につき３００円

月額１１０万円を超えない範囲

伝染病防疫作業

5

勤務日数により日額１７０～２５０円

左記職員に対する支給単価

国の制度（支給率）

0

国

30.55

59.28

41.34

全町域

支給対象職員数

7,895

23.50

33.50

47.50

支給率

59.28

定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)

支給実績（17年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

38,377

206,330

上郡町（水道事業を含む）

医師手当

行旅死亡人等取扱作業手当 全職員

伝染病防疫作業手当 全職員

医師

支給対象地域

00

196

28,516

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

塵芥処理精励手当

手当の名称 主な支給対象職員

塵芥処理作業手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度）

38,749

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 16 年 度 決 算 ）

支給実績（17年度決算）

主な支給対象業務

手当の種類（手当数）

行旅死亡人取扱作業

医師業務

2,019

日額１００円

月額１万円

塵芥処理作業

168,329

清掃作業職員

33.50

47.50

30.55

41.34

59.28

支 給 実 績 （ 16 年 度 決 算 ）

59.2859.28

23.50

59.28

定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)

21,026

（注）17年度決算での数値は調整手当として支給した額を記載。

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成17年度に退職した職員に支給された平均額である。

（注）平成19年4月1日より塵芥処理精励手当は廃止し、また、塵芥処理作業手当は日額600円に改正。
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（6) その他の手当（18年４月１日現在）

円

円16,910

支給職員１人当たり

2,000円～
24,500円

国の制度と
平均支給年額内容及び支給単価

新築・購入
後5年間に
限り2,500円

課長相当職11％
副課長相当職7％
幼稚園長、保育所長6％

（17年度決算）

円

国は25％を
超えない範
囲

国の制度
（17年度決算）との異同

支給実績

管理職手当

持家居住者　世帯主に限
り月額3,500円

通勤手当

・配偶者　　　　13,000円/月
・配偶者以外の扶養親族の
　うち2人目まで6,000円/月
・扶養親族でない配偶者を
　有する職員の扶養親族の
　うち1人　　　　6,500円/月
・配偶者のない職員の扶養
　親族のうち1人
　　　　　　　　　11,000円/月
・その他の扶養親族
　　　　　　　　　 　月5,000円
※満16歳から満22歳までの
扶養親族たる子に係る加算
額1人につき5,000円/月

交通機関利用者
　実費支給（限度額
55,000円）

交通用具利用者
　通勤距離により1,000円
～26,700円

借家居住者
・家賃23,000円以下
 月額　家賃－12,000円
・家賃23,000円超 55,000
円未満
 月額　(家賃額－23,000
円)×1/2+11,000円
・家賃55,000円超
 月額　27,000円(支払限
度額)

住居手当

253,984

95,412

同

千円

同

24,382

異

扶養手当

異

同

異

8,014

10,415 千円 61,627 円

異なる内容手　当　名

457,050千円

千円
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５　特別職の報酬等の状況（18年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

任期ごと

任期ごと

(注) １　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 
　　　　２　　平成18年7月1日より、町長については20％、助役については12％、教育長については6％の給料の減額措置
　　　　　をとっており、現在、町長の給料は653,600円、助役の給料は591,360円となっている。また、それに伴い退職手当
　　　　　も減額となる。（平成20年6月30日までの予定）

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。
　    ３  部門名は、国が行う統計上の種別であり、町組織の課名とは異なる。

2

350,000

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

地域包括支援センター事業開始に伴う増員

△4

△3

職 員 数

4.35

672,000

3

町 長

区 分

給

料

期
末
手
当

助 役

　　（17年度支給割合）

議 長

助 役

41

1

△1

218,000

539,000

700,000

817,000

395,000

[    212   ］

△2

24

[  △７   ］

182 △11

44

9

21

7

77

△9

476,000

事務事業の見直し

173

上郡ピュアランド山の里への指定管理制度導入
△1

5

23
22

10

[     205   ］

120

156,000

＜参考＞

報

酬

常 任 委 員 長
議 運 委 員 長

退
職
手
当

助 役

議 長

町 長

常 任 委 員 長
議 運 委 員 長

議 員

副 議 長

副 議 長

普
通
会
計
部
門

計

教育部門
小　計

議 員

平成17年

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

町 長

備　　　　考

4.35

3

民　　生
22

農林水産

総　　務 26

商　　工 7
11

26
衛　　生

議　　会

税　　務

土　　木

3

24

　　（17年度支給割合）

平成18年

給 料 月 額 等

（参考）類似団体における最高／最低額

302,000

129

26

6.79

420,000

870,000

△3 在宅介護支援センターから地域包括支援センターへの移管等

千種川床上浸水対策特別緊急事業推進の為2

672,000×0.2538×48 8,186,572

174,000370,000

事務事業の見直し

事務事業の見直し

10 9 △1 組織の統廃合

＜参考＞△12
8.86

8.79

＜参考＞

10.02

161

一
般
行
政
部
門

6.61

6

193

20

下水道

合　　計

小　計

　公  会
　営　計
　企　部
　業　門
　等

水道

その他

817,000×0.4136×48 16,219,737

271,000

275,500
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（2)年齢別職員構成の状況（18年４月１日現在）

　

（注）職員数には教育長を含む。

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）上郡町行政改革大綱における定員管理の数値目標

計

人

1821

以上

15

59歳

～～

40歳

20 18

人

17

人 人

29

56歳

47歳 51歳

区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満
～ ～

20歳 20歳 24歳 28歳

～～ ～

52歳

～

44歳 48歳 60歳

人

39歳

人 人 人 人

23歳 27歳 31歳

職員数
260

人 人

2 15

人

24

193 167 △26 △13.5

人

15

55歳43歳

純減数 純減率

職員数 職員数

平成17年4月1日 平成22年4月1日

計画期間

数値目標
始　期 終　期

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日 △13.5％の純減

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成
比

%

8



②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成１８年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

給与等の抑制(企業職分のみ再掲。詳しくは1(3)を参照。)

　・平成18年10月1日から現場作業手当を廃止

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成18年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

20

577,21444.8 376,947

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

増 減

職員給与費比率

355,142

市町村平均（政令指定都市除く）

増 減

区　　分 総費用

　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

52,055 7,436 6,971

千円

一般行政 職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

129

１７年

計画始期

19年～22年

教　育

増 減

44職員数

公 営 企 業 職員数

等 会 計

職員数計

増 減

193

16年度の総費用に占

596,422上 郡 町 43.4

平均月収額平　均　年　齢

年度

基本給　　　　　　区　　分

　　　　千円 千円　

める職員給与費比率

総費用に占める

％ ％

純損益又は実

　質収支

Ａ  

17 320,913 73,412 52,055

区　　分 職員数 一人当たり

　　計　　Ｂ　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

年度 人 千円 千円

17 7 28,094 12,133

（参考）市町村平均

11,828

　　　　　千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円 千円

期末・勤勉手当

16.2 16.9

千円　

計画

―

△2

―

△6

（参考）

数値目標

113

△16

167

△26

35

△9

19

△1

―

△15

１８年

１年目（計)

120

△9

41

△3

―

△7

21

1

182

△11（42.3%）
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 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（17年度支給割合） （17年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

―

イ　退職手当（18年４月１日現在）

（団体内職員は兵庫県市町村職員退職手当組合より支給するため前掲）

ウ　地域手当

（平成18年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

（注）17年度決算での数値は調整手当として支給した額を記載。

エ　特殊勤務手当（18年４月１日現在）

千円

　円

　％

（注）現場作業手当については平成18年10月1日より廃止。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（18年４月１日現在）

円

円

円

円

円

手当の種類（手当数） 1

一般行政職の制度（支給率）

1,512

215,977

1.45 ― ―

1,690 1,788

上郡町

１人当たり平均支給額（17年度）

市町村平均（政令指定都市を除く）

１人当たり平均支給額（17年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

支給実績（17年度決算） 252

3.0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

支給実績（17年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

主な支給対象業務

3,990

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 16 年 度 決 算 ） 443

手当の名称 主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

現場作業手当 全職員

全町域 0 0 0

36,000

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 100.0

直営現場作業 月額3,000円

支 給 実 績 （ 17 年 度 決 算 ） 2,492

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 17 年 度 決 算 ） 356

支給実績

支 給 実 績 （ 16 年 度 決 算 ）

手　当　名 内容及び支給単価 （17年度決算） 平均支給年額
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容 （17年度決算）

支給職員１人当たり

1,592 千円 318,400扶養手当 ４の(6)で記載したとおり 同

88,000

通勤手当 ４の(6)で記載したとおり 同 382 千円 54,531

住居手当 ４の(6)で記載したとおり

同

528 千円同

550 千円 550,000

企業職員手当 給料月額の10％ 異 制度無 2,809 千円 401,349

管理職手当 ４の(6)で記載したとおり

職制上の段階、職務の級等による加算措置
職務級６，５級については10％、４，３級については5％
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④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

9 6 △3

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要（各年4月1日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

7 ― 6

△2(66.7％） △1 △3

（参考）

１年目（計) 計画 数値目標

職員数 職員数

純減率純減数平成17年4月1日 平成22年4月1日

△33.3

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

１７年 １８年 19年～22年

計画始期

水道事業
職員数 9

増 減
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